
 

広島県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定 

～23 年ぶり、広島地方労働審議会が答申～ 

 

 

広島地方労働審議会（会長 村上
むらかみ

恵子
け い こ

）は、令和８年５月 13 日に、広島労働

局長（宮原
みやはら

真太郎
しんたろう

）に広島県電気機械器具製造業最低工賃に係る答申をしました。 

この答申は、令和８年１月 23 日に広島労働局長が諮問し、同審議会広島県電

気機械器具製造業最低工賃専門部会で審議し、現行の金額を引き上げることが

適当である旨が取りまとめられたものです。 

広島労働局長は、この答申を受け、異議申出（申出期限は令和８年５月 28 日）

等の手続きを経て改正決定することとなり、効力発生日は令和８年７月下旬の

見込みです。 

改正決定されれば、平成 15 年以来、23 年ぶりの改正となります。 

 

答 申 内 容                                                          

 

広島県内で上記業務に従事する家内労働者及び家内労働者に業務を委託する委託者に適用されます。 

 

 

 

※電気機械器具製造業を含む最低工賃はこちらをご覧ください →  

  


